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はじめに

本テキストは、2021年10月4日現在の情報により作成し

ています。
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Ⅰ 中小企業の現状
（コロナ危機前）
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１ 中小企業者数の推移
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出典：「2019年版 中小企業白書」 付属統計資料を加工、分析して作成
小規模企業：従業員数5人（製造業等は20人）以下。中規模企業：従業員100人（製造業等300人）以下

大規模 増減 中規模 増減 小規模 増減 合計 増減小計

2006 11,961 404,857 1,088,401 1,505,219

2009 11,645 -316 419,209 14,352 1,356,102 267,701 1,786,956 281,737 2008.9　ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ

2012 10,319 -1,326 400,056 -19,153 1,277,893 -78,209 1,688,268 -98,688 2011.3　東日本大震災

2014 10,817 498 440,904 40,848 1,278,901 1,008 1,730,622 42,354

2016 10,878 61 412,897 -28,007 1,186,539 -92,362 1,610,314 -120,308

大規模 増減 中規模 増減 小規模 増減 合計 増減小計

2006 390 129,793 2,574,668 2,704,851

2009 281 -109 116,694 -13,099 2,309,259 -265,409 2,426,234 -278,617 2008.9　ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ

2012 277 -4 110,064 -6,630 2,064,921 -244,338 2,175,262 -250,972 2011.3　東日本大震災

2014 293 16 116,070 6,006 1,973,353 -91,568 2,089,716 -85,546

2016 279 -14 116,889 819 1,861,851 -111,502 1,979,019 -110,697

大規模 増減 中規模 増減 小規模 増減 合計 増減合計

2006 12,351 534,650 3,663,069 4,210,070

2009 11,926 -425 535,903 1,253 3,665,361 2,292 4,213,190 3,120 2008.9　ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ

2012 10,596 -1,330 510,120 -25,783 3,342,814 -322,547 3,863,530 -349,660 2011.3　東日本大震災

2014 11,110 514 556,974 46,854 3,252,254 -90,560 3,820,338 -43,192

2016 11,157 47 529,786 -27,188 3,048,390 -203,864 3,589,333 -231,005
2014.4　消費税8％

法人

個人

合計（法人+個人）

2014.4　消費税8％

2014.4　消費税8％
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出典：「高齢社会白書」令和2（2020）年版、内閣府
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実績値　← →　推計値 （単位：万人）
西暦 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050 2060

生産年齢人口の推移 6,744 7,212 7,581 7,883 8,251 8,590 8,716 8,622 8,409 8,103 7,629 7,406 7,170 6,875 5,978 5,275 4,793
1965年を1 1.00 1.07 1.12 1.17 1.22 1.27 1.29 1.28 1.25 1.20 1.13 1.10 1.06 1.02 0.89 0.78 0.71

実績値　← →　筆者推計値 （単位：万人）
年 1963 1972 1977 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2012 2016 2020 2025 2030 2040 2050 2060

中小企業数の推移 328 429 452 526 533 520 507 469 420 385 360 355 348 334 291 256 233
1963年を１ 1.00 1.31 1.38 1.60 1.63 1.59 1.55 1.43 1.28 1.18 1.10 1.10 1.06 1.02 0.89 0.78 0.71

（出典：中小企業白書） →生産年齢人口の減少率と同じ割合で減少
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経営支援が必要に節税等の税制支援が中心 本格的な経営支援が必要に
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60歳以上の
経営者の割合
は50％超

出典：「2019年版 中小企業白書」 一部、加工。
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２ 中小企業の経営者年齢の分布



３ 中小企業の純資産の分布

出典：「2019年版 中小企業白書」 10



４ 中小企業の営業利益の分布

出典：「2019年版 中小企業白書」
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100％
2億2,000
万円

4,700
万円

680万円

債務
超過

純資産

110万円

営業
赤字

670万円

2600万円

営業損益

事業承継税制
特例措置
支援等

企業の磨き上げ、
後継者確保、経
営者保証ガイド
ラインによる経
営者保証支援

後継者確保、経
営者保証ガイド
ラインによる経
営者保証支援、

後継者無しの場
合のM&A、事業
引継ぎ支援

研究開発投資、
海外展開支援等
による更なる成
長による中堅・
大企業への脱皮

担い手が手を
挙げたくなる
企業への変革

労働生産性の
向上による人材
不足の解消、黒
字化、債務超過
解消による
企業の存続

事業承継支援 経営支援

５ コロナ危機発生「前」の「中小企業の経営支援フレーム」
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Ⅱ 中小企業の現状
（コロナ危機後）
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１ コロナ感染症流行後の売上高の減少状況（業種別）

出典：「2021年版 中小企業白書」
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出典：令和3年4月14日日本弁護士会連合会 事業再生シンポジウム 「新型コロナウイルスにより影響を受けた中小企業者向け
の施策について」 中小企業庁 金融課
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２ コロナ感染症流行後の借入状況（自己資本別）

出典：「2021年版 中小企業白書」
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３ コロナ感染症流行後の借入状況（経常利益率別）

出典：「2021年版 中小企業白書」
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出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構 「国内統計：有効求人倍率（新規学卒者を除き、パートタイムを含む）」
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４ コロナ感染症流行後の有効求人倍率の推移
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５ 最低賃金の推移

出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構 「最低賃金（地域別最低賃金 全国加重平均額）の推移」

10年前に比べて26％アップ
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2億2,000
万円

4,700
万円

680万円

債務
超過

純資産

110万円

営業
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670万円

2600万円
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事業承継税制
特例措置
支援等

企業の磨き上げ、
後継者確保、経
営者保証ガイド
ラインによる経
営者保証支援

後継者確保、経
営者保証ガイド
ラインによる経
営者保証支援、

後継者無しの場
合のM&A、事業
引継ぎ支援

事業承継支援

① 資金繰り維持
支援
・再調達支援
・借換支援
② 事業再生支援
・経営ｻﾎﾟｰﾄ保証
・特例リスケ
・持続化発展計画
・405事業
③ 営業CF増加
・事業再構築補助
金
・DX投資
④ 財務CF再構築
・資本性ローン
・短期継続融資

コロナ危機支援

６ コロナ危機発生「後」の「中小企業の経営支援フレーム」
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７ 事業再構築の方向性

出典：「2021年版 中小企業白書」 付属統計資料を加工、分析して作成
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B to BB to B B to CB to C
（万円/年）

建設業 卸売業 情報通信業 製造業 運輸業，郵
便業 小売業

生活関連
サービス業，
娯楽業

宿泊業，飲
食サービス業

中小企業 698 650 613 560 550 506 420 256
中堅企業 957 938 863 757 793 657 496 395
大企業 1,406 1,215 1,209 1,009 1,145 715 683 542

資料：財務省「令和元年度法人企業統計調査年報」再編加工
(注)数値は中央値。

一人当たり労働生産性＝（営業純益（営業利益－

支払利息等）＋役員給与及び賞与＋従業員給与
及び賞与＋福利厚生費＋支払利息等＋動産不
動産賃借料＋租税公課）÷従業員数
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Ⅲ コロナ危機支援の優先順位
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優先度
NO－２

資金調達が難しい時には、躊躇なく「事業再生支援」
へ移行する。

優先度
NO－１ 向こう1年間の「資金繰りの維持支援」を行う。

優先度
NO－３

コロナ特別借入による手元資金や補助金を活用して、
「事業再構築支援」を行い、営業CFを増大を成功させる

COPY RIGHT2021 MINATO TAX &CONSULTING FＩRM

優先度
NO－４

元本返済による手元資金の減少を防止するために、
「財務CFの組み換え支援」を行う

コロナ危機支援の優先順位
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① コロナ特別融資
借入金

（元本据置返済開始）

自己資本

負債

コロナ調達
資金残

資産

△赤字補填で減少 ② コロナ特別融資
借入金

（元本据置中）

優先度ー
１

再借入＆再借換

優先度ー
２

事業再生

優先度ー
３

事業再構築

優先度ー
４

財務CFの組み替え

財務CF支援

営業CF支援

コロナ前B/S

コロナ融資で調達した資金や事業再構築補助金等を有効
に活用して、企業を成長させることにより、営業CFを増加さ
せ、返済能力を向上させる
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事業承継支援

事業承継税制による支援

経営者保証解除支援

経営資源集約化（M&A）税制



Ⅳ 「資金繰りの維持支援」

のポイント
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優先度
NO－１
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「金融機関の本音」を知っておく
支援してあげたいけど、１年前にか
なり大きな金額で融資したばっかり

だしなぁ～。

こんなに短期間に再融資した経験
は無いし、本当に返済できるだろう

か？

本音ー１ 貸付サイクルが短すぎる。

本音－２ コロナ貸付金額が企業規模に比べて、すでに十分大きい。

本音－３ 前回の融資は元本が据置で、まだ返済が始まっていない

本音－４
再融資を検討するには、現状と先の損益及び資金繰り見
込みを確認しないと判断できない。

COPY RIGHT2021 MINATO TAX &CONSULTING FＩRM
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すぐに調達に動けるように「6カ月損益予測表と資金繰り予
測表」を常に更新しておく体制を構築する。

ポイントー１
金融機関が最も知りたい「現状と今後の回復の見込み」
の情報を「言葉」と「数値」で示す

COPY RIGHT2021 MINATO TAX &CONSULTING FＩRM

経営者自身による事業意欲の継続と、事業再構築に向け
た「支援要請文」及び「税理士紹介状」を準備する。

再調達の成功確率を上げるための準備のポイント

ポイントー２

ポイントー３
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「現状」と「今後の回復見込み」についての状況報告書をまとめる

事業の状況

既存顧客（受注）数の状況

顧客（受注）単価の推移

事業の見込み

既存顧客（受注）の見込み

顧客（受注）単価の見込み

既存顧客向け

新規顧客向け
③　新規施策

①　現状

②　見込み
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政府系
再調達支援
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政府系
借換支援
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民間金融機関
再調達支援

（出典：中小企業庁HP）
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資金繰り表
作成支援制度参考：「ポストコロナ持続的発展計画事業」

（出典：中小企業庁HP）



34（出典：中小企業庁HP）
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Ⅴ 「事業再生支援」のポイント

36

優先度
NO－２
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クライアントの再調達や再借入れ支援ができなかった場合には、
どうするか？

信用保証協会に直接コンタクトをとって、「経営改善サポート保証」
による支援の可能性を打診する。

取引金融機関と相談して、

個別リスケを検討する。
「特例リスケ」を検討する。

早めに、事業再生の相談に動く。（最低3か月の資金繰りの時）

COPY RIGHT2021 MINATO TAX &CONSULTING FＩRM
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39（出典：中小企業庁：「経営サポート」→「再生支援」）
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「特例リスケ」
制度とは？

新型コロナ感染症の影響により売上が減少し、手元運転資
金の確保が必要な事業者の「金融支援」のツールとして、
2020年4月から開始した制度。

具体的には？

中小企業再生支援協議会（以下、「協議会」という。）が窓口。
企業の資金繰り破綻を防ぐことを目的に、向こう1年間の
資金繰りを維持するための資金計画を策定し、既存金融機
関の金融調整（1年間の元本リスケ＋新規融資）を実施す
る仕組み。

利用できる
事業者は？

新型コロナウイルス感染症の長期化の影響を受けて、業
況悪化を来たし、以下に該当する者を目安とする。
A 最近1カ月の売上高が前3年のいずれかの年の同期に
比較して5％以上減少した者

B 過去6カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高が前3年の
いずれかの年の同期と比較して5％以上減少した者

C 売上高について特殊要因がある場合や業歴1年1か月
未満である場合で一定の要件を満たす者

COPY RIGHT2021 MINATO TAX &CONSULTING FＩRM



41

「特例リスケ」の活用場面

１
コロナの長期化により、資金の再調達交渉を金融機関に行ったが、
単独支援は難しいとして資金調達ができない場合

２
資金の再調達交渉を行い、支援の表明を受けたが、資金繰り維持の
ための十分な必要資金を確保できず、複数の金融機関と交渉する
必要がある場合

３
既存の借入を全額借換えが難しい場合で、当該既存借入金の元本

返済のリスケとともに、ニューマネーの調達も同時に行う必要がある
場合

協議会が、取引金融機関の調整を行うことにより、各金
融機関も、貸付リスクを分散させ、新規融資協力体制

を構築しやすくなる。
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事業再生
支援
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Ⅵ 「事業再構築支援」のポイント

45

優先度
NO－３
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営業CFの増加

コロナ融資で調達した資金や「事業再構築補助金」
等を有効に活用して、企業を成長させることにより、

営業CFを増加させ、コロナ危機で大幅に
増加した借入金の返済能力を向上させる

「事業再構築支援」で達成すべき目標

COPY RIGHT2021 MINATO TAX &CONSULTING FＩRM
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〇　認定経営革新等支援機関である税理士が行う支援ステップについて （第3回公募版）

支援ステップ 支援内容 支援報酬の設定

売上高又は付加価値額が減少
①　（a) 2020年4月以降連続した6カ月から任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前（2019年又は
2020年1月～3月）の同3か月の合計売上高と比較して10％以上減少しており、かつ、(b) 2020年10月以
降連続した6カ月から任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前（2019年又は2020年1月～3月）の同3
か月の合計売上高と比較して5％以上減少している。
②　（a) 2020年4月以降連続した6カ月から任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前（2019年又
は2020年1月～3月）の同3か月の合計付加価値額と比較して15％以上減少しており、かつ、(b) 2020
年10月以降連続した6カ月から任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前（2019年又は2020年1月
～3月）の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5％以上減少している。
付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費（期中取得資産については月数按分計上）

①　通常枠（従業員数20人以下：～4,000万円、従業員数21～50人：～6,000万円、従業員数51人以
上：～8,000万円）
②　大規模賃金引上枠（事業場内最低賃金を45円以上引上げできなかった場合は通常枠との差分につ
いて返還義務あり）
③　卒業枠
④　グローバルV字回復枠
⑤　緊急事態宣言特別枠（令和３年の緊急事態宣言の影響により、令和3年1月から8月のいずれかの月
の売上（付加価値額）が対前年又は前々年の同月比で30％（45％）以上減少）（加点あり）
⑥　最低賃金枠（最低賃金＋30円以内の従業員数が10％以上（緊急事態宣言特別枠よりも加点される）

事業計画策定支援 「事前着手申請」（令和3年2月15日以降契約・発注）の必要性の有無も合わせて確認 補助対象外（品位保持義務）

確認書の作成 「認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書」の作成 補助対象外（品位保持義務）

補助事業実行支援 補助事業期間（交付決定日から12か月以内（ただし、採択発表日から14か月後の日まで）)
補助対象経費とすることが可
能。1日５万円が上限

フォローアップ支援
本事業の完了日から30日を経過した日または補助事業完了期限日のいずれか早い日までに補助事業実
績報告書を提出。また、本事業終了の日の属する年度の終了後を初回として以後5年間（計6回）、毎
会計年度（国の）終了後60日以内に事業化状況・知的財産権等報告書を提出

補助対象外（品位保持義務）

対象事業者確認

補助事業の選定

補助対象外（税理士法が求め
る税理士の信用、品位の害す
るような高額報酬とならない
ように注意）

補助対象外（品位保持義務）
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〇　事業計画策定支援ステップについて

支援ステップ 内容

①　新分野展開
②　事業転換
③　業種転換
④　業態転換
⑤　事業再編

１.補助事業の具体的取組内容
（１）事業再構築要件
（２）具体的な取組の内容
２．将来の展望
３．本事業で取得する主な資産
４．収益計画

事業再構築類型の決定

事業計画書で記載すべき内容
の確認

大分類 中・小・細分類
業種 事業
変更無し 変更無し 10%以上 〇 〇
変更無し 変更 最も高くなること 〇 〇
変更 変更 最も高くなること 〇 〇

製造方法の変更 変更無し 変更無し 10%以上 〇 〇
提供方法の変更 変更無し 変更無し 10%以上 〇

ー
（注）「新規性」：日本初・世界初ではなく、事業再構築に取り組む中小企業等自身にとっての新規性。
　　 　2020年4月以降に新たに取り組んでいる事業については、「新規性」を有するものとみなします。
（注）業態転換とは、製品等の製造方法等又は、商品若しくはサービスの提供方法を相当程度変更することをいう。

設備撤去
要件

いずれか満たす

製品等
の新規
性

市場の
新規性

製造方法
等の新規
性

商品等の
新規性

日本産業分類

合併等を行い、上記①から④を行う

売上構成比要件
（事業計画終了時）

④　業態転換（注）

事業再構築類型

①　新分野展開
②　事業転換
③　業種転換

⑤　事業再編
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支援ステップ 内容 審査項目
①　現在の事業の整理
②　強み、弱み、機会・脅威（SWOT及びクロスSWOT分析）

③　事業再構築の具体的な内容
事業再構築指針の要件を満たした取り組みであるか？リスクの高い、思い
切った大胆な事業の再構築であるか？

④　事業実施期間内に投資する建物の建設・改修等の予定 可能な限り、時期について詳細なスケジュールを記載
⑤　機械装置等の型番、取得時期等 可能な限り、時期について詳細なスケジュールを記載
⑥　技術導入、専門家の助言等の時期 可能な限り、時期について詳細なスケジュールを記載

①　市場ニーズの有無及び市場規模を把握しているか？また、ターゲット
ユーザーの把握とマーケティング方法は的確か
②　参入市場における競合他社の動向の把握と差別化戦略の検討
③　補助事業の費用対効果（補助金投入額による付加価値増額の大きさ）
④　自社の人材、技術、ノウハウ等の強みを有効に活用できる計画か
⑤　既存事業とのシナジーは期待できるか
⑥　事業実施の体制は現実的か。補助事業実施に必要な資金は自己資金で
賄えるか又は金融機関等から調達できるか
⑦　先端的なデジタル技術の活用等、我が国の経済成長を牽引し得るか
⑧　コロナの影響を乗り越えて、V字回復できるか
⑨　地域の雇用創出や地域経済の経済成長に寄与できるか

①　本事業におけるターゲットユーザー、市場規模
市場ニーズの有無及び市場規模を把握しているか？また、ターゲットユー
ザーの把握とマーケティング方法は的確か？

②　価格、性能の優位性、収益性 参入市場における競合他社の動向の把握
③　事業化のために乗り越えるべき課題、リスクとその解決方法 その解決方法が明確かつ妥当なものか

事業化に至るまでの遂行方法とスケジュールの妥当性
補助事業の費用対効果（補助金投入額による付加価値増額の大きさ）

④　事業化の時期、売上規模、量産化時の製品等の価格

「２．将来の展望」

既存事業において、新型コロナウイルスの影響で深刻な被害が生じてお
り、事業再構築を行う必要性や緊急性が高いか？

⑦　補助事業実施による他者や既存事業と差別化、競争力強化が実
現するかについて、その方法や仕組み、実施体制を記載

「１.（２）具体的な取組の内
容」
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（出典：事業再構築補助金「電子申請入力項目（Word)」）
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Ⅶ 「財務CFの組み換え支援」の

ポイント

52

優先度
NO－４
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これ以上、借り入れを増やして
果たして返済できるのだろうか？

経営者の心配

COPY RIGHT2021 MINATO TAX &CONSULTING FＩRM



54

「財務CFの組み替え」を検討する

正常運転資金

設備資金

過去の赤字
補填借入

コロナ特別
貸付

設備資金

正常運転資金

設備資金

コロナ危機対応コロナ危機前 企業の返済力に見合った財務CFに組み換え

「新型コロナ対策資
本性劣後ローン」
への組み換え

「短期継続融資」
への組み替え
（返済無し）

COPY RIGHT2021 MINATO TAX &CONSULTING FＩRM

長期的な
返済が必要
な部分

設備資金

元本を正常に
返済

元本を正常に
返済



55（出典：経済産業省HP）



56（出典：日本政策金融公庫・国民生活事業部門HPより）
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（出典：日本政策金融公庫・国民生活事業部門HPより）
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（出典：日本政策金融公庫・国民生活事業部門HPより）
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（出典：日本政策金融公庫・国民生活事業部門HPより）
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（出典：金融庁「円滑な資金共有の促進に向けて」）



Ⅷ 「経営者保証解除支援」のポイント
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POINT－１ 今、経営者保証解除支援が求められている理由
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出典：中小企業庁財務課：「中小企業の事業承継の現状について」

（平成29年2月）

１
親族承継が減少し、従業員等への第三者承継やM&Aによる承継が増加
している
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２
従業員等への事業承継交渉において、経営者保証の引継ぎがネックと
なっている

出典：2019年版「中小企業白書」



65

３ 債権法の改正により連帯保証制度が厳格となった

2020年4月1日施行の民法（債権法）により、保証契約は、法人の取締役や支
配株主等を除いて、保証意思確認の公正証書義務化された。
（民法465の6、465の9）

第四百六十五条の六 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約
又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、
その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人
になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
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第四百六十五条の九 前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である
保証契約については、適用しない。
一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ 主たる債務者の総株主の議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部

につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号に
おいて同じ。）の過半数を有する者

ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の
株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者

ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主
の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権
の過半数を有する者

ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ず
る者

三 主たる債務者（法人であるものを除く。以下この号において同じ。）と共同して事業
を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者

よって、旧経営者が、上記の例外規定に該当しない場合には、保証継続するには、
厳格な手続きが必要となることから、経営者保証解除等を対応が必要となっている。
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2019年12月 経営者保証ガイドラインの「特則」策定

2020年4月 経営者保証を必要としない「事業承継特別保証」制度の
取り扱い開始。従来禁止していたプロパー借換えも可。

2020年4月 経営者保証ガイドラインの「特則」の運用開始

2020年4月 経営者保証解除支援のための「経営者保証コーディネー
ター」及び「支援専門家制度」を全国に設置。

2020年6月 2020.6中小企業成長促進法の成立（2020.10施行）。
「経営承継借換関連保証」制度等を創設。

2021年4月 「事業引継ぎ支援センター」を「事業承継・引継ぎ支援セン
ター」に改組して、保証解除支援業務を加えた。

POINT－２ 経営者保証解除支援制度の推移



① 法人と経営者の資産・経理が明確に区分されている
② 法人のみの資産・収益力で借入金返済が可能と判断できる
③ 法人から適時適切に財務情報等が提供され経営の透明性が担保されている。

といった経営状況が認められる場合に、金融機関は、経営者保証を求めないことや、既存の
保証契約の解除などを検討することとなっています。
（必ずしも全てを満たすことが求められているものではありません。）

出典：金融庁「事業者の皆様へ 円滑な資金供給の促進に向けて」

経営者保証ガイドライン（2014（H26).2月～）

借入れのある中小企業の経営者のうち、８割超が個人保証を提供しています。

個人保証の提供は、新規に事業を起こしたり、事業を承継したりする際に、大きな精神的負
担をもたらすことから、思い切った起業や円滑な事業承継の障害となっている面もあります。
そこで、経営者保証に関するルールを明確化するため、「経営者保証に関するガイドライン」
が策定され、平成26 年（2014年）２月から適用が開始されました。
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① 事業承継時の経営者保証については、原則として前経営者、後継者の双方
から二重に保証を求めないこととする。（例外を4類型に限定。）

② 【後継者保証について】
後継者に対し経営者保証を求めることは事業承継の阻害要因になり得るこ
とから、後継者に当然に保証を引き継がせるのではなく、必要な情報開示を
得た上で、保証契約の必要性を改めて検討するとともに、事業承継に与える
影響も十分考慮し、慎重に判断すること。

③ 【前経営者保証について】
前経営者は、実質的な経営権・支配権を保有しているといった特別の事情が
ない限り、いわゆる第三者に該当する可能性がある。令和２年４月１日から
の改正民法の施行により、第三者保証の利用が制限されることや、金融
機関においては、経営者以外の第三者保証を求めないことを原則とする融
資慣行の確立が求められていることを踏まえて、保証契約の適切な見直しを
検討すること。

「経営者保証ガイドライン」・特則（2020（R2).4月～
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上記の対応を希望する場合には、前頁の3要件を満たしていることが前提。
未充足の場合には、事業承継前に主体的に経営改善に取り組むことが必要。



70

１
前経営者が死亡し、相続確定までの間、亡くなった前経営者の保証を解除せずに
後継者から保証を求める場合など、事務手続完了後に前経営者等の保証解除が
予定されている中で、一時的に二重徴求となる場合

２

前経営者が引退等により経営権・支配権を有しなくなり、本特則に基づいて後継者
に経営者保証を求めることが止むを得ないと判断された場合において、法人から
前経営者に対する多額の貸付金等の債権が残存しており、当該債権が返済され
ない場合に法人の債務返済能力を著しく毀損するなど、前経営者に対する保証を
解除することが著しく公平性を欠くことを理由として、後継者が前経営者の保証を
解除しないことを求めている場合

３

金融支援（主たる債務者にとって有利な条件変更を伴うもの）を実施している先、
又は元金等の返済が事実上延滞している先であって、前経営者から後継者への
多額の資産等の移転が行われている、又は法人から前経営者と後継者の双方に
対し多額の貸付金等の債権が残存しているなどの特段の理由により、当初見込
んでいた経営者保証の効果が大きく損なわれるために、前経営者と後継者の双方
から保証を求めなければ、金融支援を継続することが困難となる場合

４
前経営者、後継者の双方から、専ら自らの事情により保証提供の申し出があり、本
特則上の二重徴求の取扱いを十分説明したものの、申し出の意向が変わらない場
合

2重徴求の「例外」４類型
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出典：金融庁「経営者保証に関するガイドラインの活用実績」を加工して作成
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事業承継時の経営者保証解除の状況

2016年度下期

2018年度年間

2019年度年間

2020年度年間

※債権法の改正
2020年4月1日以後の保証
契約は、法人の取締役等を
除いて、保証意思確認の公
正証書義務化。（民法465の
6、465の9）よって、旧経営
者が、取締役等を辞任して
いる場合には、当該規制に
抵触。
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POINT－３ 具体的な経営者保証解除支援の手順

１
経営者保証ガイドライン（特則）により、金融機関に経営者保証解除を
打診する

出典：中小企業庁「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業HP（早期経営改善計画サンプル）」より
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2020年4月～ 「事業承継特別保証制度」の取り扱い開始

〇 従前の信用保証制度での「経営者保証解除ができるパターン

Ａ 金融機関連携型
金融機関自身のプロパー融資において、経営者保証を不要とし、
法人と経営者の分離、資産超過、黒字等の要件を満たしている場合

Ｂ 財務要件型
自己資本比率20％以上等の一定の財務要件を満たす場合

Ｃ 担保充足型
不動産担保等により保全が十分である場合
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２ 新しく手当された「経営者保証に係る信用保証制度」を利用する



74出典：東京信用保証協会： https://www.cgc-tokyo.or.jp/assistinfo/cgc_JStokubetsujizensoudan_leaf.pdf



75出典：東京信用保証協会： https://www.cgc-tokyo.or.jp/assistinfo/cgc_JStokubetsujizensoudan_leaf.pdf
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2020年6月
2020.6中小企業成長促進法において、経営承継円滑化
法13条「中小企業信用保険法の特例」を改正し、
「経営承継借換関連保証」制度を創設。（2020.10～）

出典：2020年４月経済産業省、金融庁 「事業再編や新陳代謝の促進等による生産性向上や経営者保証に関する取り組みについて」



77出典：2020年9月経済産業省 「中小企業成長促進法について」
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「経営者保証に関するガイドライン」認知度調査

１ 実施時期：平成３１年１月～２月
２ 実施機関：独立行政法人中小企業基盤整備機構
３ 有効回答数・回収率：全国6万社の中小企業にアンケート調査を実施。

有効回答数 10,799件 回収率 18％
４ 属性：従業員規模では、10人以下が48％、11人－25人以下が23.4％、21人－50人以下が

18.5％、51人－100人以下が6.4％、101人以上が3.7％

１ 経営者保証の提供状況

８割以上の借入金に経営者保証が付いている状況。ただし、前年調査時点
よりは減少している。

2019年１月調査 201８年１月調査

すべての借入に提供 51.9% すべての借入に提供 57.4%

一部の借入に提供 32.4% 一部の借入に提供 29.3%

すべての借入に提供していない 15.7% すべての借入に提供していない 13.3%

84.3% 86.7%
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２ 経営者保証の今後の提供意思

７割以上の経営者が、経営者保証の解除を望んでいる。

2019年１月調査 2018年１月調査

今後の借入は経営者保証無しと
したい

32.9%
今後の借入は経営者保証無しと
したい

33.2%

既存借入金の保証解除と今後
の借入の経営者保証無しの両
方を希望

32.4%
既存借入金の保証解除と今後
の借入の経営者保証無しの両
方を希望

28.6%

既存借入金の保証解除を希望 11.8% 既存借入金の保証解除を希望 12.2%

経営者保証解除の意向無し 25.5% 経営者保証解除の意向無し 26.0%

77.1% 74.0%

３ 経営者保証に関する相談相手

10人中6人は金融機関に、4人は税理士に相談しているが、前年の調査に
比べて、税理士へ相談している経営者の数が減少している。

2019年１月調査　（複数回答） 前年比 201８年１月調査　（複数回答）

金融機関 69.2% 2.6% 金融機関 66.6%

税理士 42.7% -3.7% 税理士 46.4%

商工会・商工会議所 12.4% -1.2% 商工会・商工会議所 13.6%

公認会計士 10.4% 0.5% 公認会計士 9.9%

中小企業基盤整備機構 6.4% -1.0% 中小企業基盤整備機構 7.4%

弁護士 5.5% 0.2% 弁護士 5.3%

その他 6.5% 0.2% その他 6.3%
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４ 経営者保証解除の打診の効果

経営者保証の解除の申し出により、約6割について、一定の成果があった。
2019年１月調査 2018年１月調査

経営者保証が解除された 48.6% 経営者保証が解除された 40.3%

経営者保証の額が減額された 4.8% 経営者保証の額が減額された 5.9%

新たな融資条件提示とともに経
営者保証を解除できると判断さ
れた

5.1%
新たな融資条件提示とともに経
営者保証を解除できると判断さ
れた

8.3%

代替としてＡＢＬの活用を融資条
件に経営者保証を解除できると
判断された

1.3%
代替としてＡＢＬの活用を融資条
件に経営者保証を解除できると
判断された

1.7%

経営者保証は解除できないが
理由について具体的で丁寧な
説明があった

16.8%
経営者保証は解除できないが
理由について具体的で丁寧な
説明があった

19.2%

経営者保証は解除できず、理由
について具体的で丁寧な説明
がなかった

23.4%
経営者保証は解除できず、理由
について具体的で丁寧な説明
がなかった

24.5%

59.8% 56.2%
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５ 事業承継にあたっての経営者保証への希望

５割以上の経営者が、経営者保証の解除を望んでいる。

６ 後継者不在の理由

後継者候補がいるにもかかわらず、後継者不在となっているケースの65％が
経営者保証を理由に事業承継を拒絶されている。

経営者保証の解除 51.7%
当面は現経営者が保証し、将来
的に後継者のみの保証へ移行

29.5%

当面は現経営者と後継者の2重
保証は止むなしだが、将来的に
後継者の単独保証

15.2%

現経営者と後継者の二重保証 3.6%

2019年１月調査 2018年１月調査

81.7% 77.3%

①後継者候補はいる
が、経営者保証を理由
に拒否している

11.9% 65.0% ①/③
①後継者候補はいる
が、経営者保証を理由
に拒否している

13.6% 59.9% ①/③

②後継者候補はいる
が、経営者保証以外を
理由で拒否している

6.4% 35.0% ②/③
②後継者候補はいる
が、経営者保証以外を
理由で拒否している

9.1% 40.1% ②/③

③小計 18.3% 100.0% ③小計 22.7% 100.0%

100.0% 100.0%

後継者候補がいない

後継者候補はいるが
拒否されている

合計

後継者候補がいない

後継者候補はいるが
拒否されている

合計
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以上で本日の講義を終了いたします。

ご苦労様でした。
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